
令和７年度第３回東松山市指定管理者選定委員会 質疑応答概要 

 

議事１ 指定管理者の候補者の選定について 

⑴ 化石と自然の体験館 

 〇 評価項目のうち申請者間で差のあるものついて、具体的にどのような評価をし選定

結果を導くに至ったのか。 

← 大きく差のある項目は「施設維持管理計画」、「周辺施設を活用した自主事業 

および施設間連携した自主事業の提案」、「職員の適正配置」、「地域との連携」

の４項目であり、評価にあたっては、それぞれの提案内容がどの程度具体的かつ現

実的か、地域の活性化や市の観光拠点としての役割を担うといった本施設の設置目

的を達成するために有効な内容となっているかといった点を考慮した。 

 〇 申請者からの提案で、指定管理料の希望額が増加したのは何故か。 

← 人件費や委託料などの上昇が主な理由である。市では、令和６年度の実績をもと

に消費者物価指数などの上昇率を考慮し積算している。 

 〇 指定管理者募集要項に「経営努力により生み出された剰余金については、原則とし

て精算による返還を求めない」とあるが、これはどのように判断するのか。 

  ← 例えば、様々な宣伝をし利用者を増やしたことによる料金収入の増加、前年と比

較しての経費削減といった点等を勘案し、経営努力とみなされるかを判断する形に

なる。現状、返還を求めたことはないが、どういった段階を踏み返還を求めていく

のかは、今後検討をしていかなければいけないと思っている。 

 〇 観光協会の収支予算書総括表の給料手当に、５年間全て同じ金額が記載されている

のは何故か。 

  ← プレゼンテーションでは、賃金のベースアップを見込んでいるという話はあった。

業務の合理化を図り総勤務時間数を下げることにより総賃金額は変えないといった

考え方のほか、一般管理費でも内容を考えている印象があった。 

 

議事２ 指定管理者の候補者の指定方法等について 

⑴ 放課後児童クラブ 

 〇 今までは一業者が一括で全施設を指定管理していたものを、今回２ブロックに分け

たのは何故か。 

← リスク分散の観点と、中規模の事業者でも応募しやすくなるようにということか

ら分割した。 



 〇 保育の分野は全国的に人手不足と言われているが、指定管理者の募集の中で人材確

保の点を評価項目に入れる考えはあるか。 

  ← 指定管理者の選定にあたり、評価項目として含める方向で考えている。 

 〇 過去の公募状況はどうだったか。また、現指定管理者はいつから指定を受けている

のか。 

← 前回の公募では、４業者から応募があった。また、現在の指定管理者であるシダ

ックス大新東ヒューマンサービス株式会社は、平成２１年度から指定管理者として

携わっていただいている。 

 〇 応募のあったうちの２業者で評価が競った場合、それぞれに１ブロックずつ受けて

もらうといったことも想定しているのか。 

  ← それぞれのブロックを別々の業者が請け負うことも十分あり得ると考えている。 

例えば、一番点数の高かった業者が南北両方で選定されることもあれば、一番点数

の高かった業者が一方のブロックにしか申し込んでいなかった場合は、南北別の業

者が選定される形になる。 

 

議事３ その他  質疑なし 


